
藤沢市告示第 127号 

 

 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２において準用す

る地方自治法（昭和２２年４月１７日法律第６７号）第２４３条の２第１項及

び地方公営企業法施行令（昭和２７年９月３日政令第４０３号）第２６条の４

の規定に基づき、藤沢市民病院において、藤沢市民病院管理運営規則（平成１

０年藤沢市規則第１２号）第４条第１項第１号に規定する診療時間及び診療時

間以外の時間に診療を受けた者並びに同項第２号に規定する休診日に退院する

者の診療費その他の使用料に係る収納事務を委託したので、地方自治法（昭和

２２年４月１７日法律第６７号）第２４３条の２第２項の規定により告示する

ものです。 

 

  ２０２６年（令和８年）４月 １日 

 

藤沢市長 

鈴 木  恒 夫  

 

 

 

 

 

受託者の名称 株式会社ソラスト 医療事業本部 

 

受託者の所在地 東京都港区港南２―１５―３ 

品川インターシティ Ｃ棟１２Ｆ 

 

委託期間 ２０２６年（令和８年）４月 １日から 

２０２７年（令和９年）３月３１日まで 


